
 
 

 
 

 

 

平成２５年５月２１日 

 

 

ＫＤＤＩ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、ＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」という。）に対し、景品表示

法第６条の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

ＫＤＤＩが提供している「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と称する移動体通信サービスに係る表示

について、景品表示法に違反する行為（同法第４条第１項第１号（優良誤認）に該当）が

認められました。 

 

１ ＫＤＤＩの概要 

所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 

代 表 者 代表取締役 田中 孝司 

設立年月 昭和５９年６月 

資 本 金 １４１８億５１７７万８３００円（平成２５年４月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象役務 

「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と称する移動体通信サービス 

(2) 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ)  表示媒体 

ａ  自社ウェブサイト 別紙１  

ｂ  カタログ 別紙２ 

(ｲ) 表示期間 

ａ  平成２４年９月１４日から同年１１月３０日まで 

ｂ  平成２４年１１月１日頃から同年１２月３１日頃まで 

(ｳ) 表示内容 

ａ 「ｉＰｈｏｎｅ５」と称するスマートフォン（以下「ｉＰｈｏｎｅ５」という。）

紹介ページに掲載の「ＬＴＥ ａｕの超高速ネットワーク ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と

記載があるバナー等をクリックすることにより表示される「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」

と題するページにおいて、「受信時最大７５Ｍｂｐｓ、送信時最大２５Ｍｂｐｓ

の光ファイバーなみのスピードで快適データ通信!!」、「サービス開始時より全国

主要都市をカバー。２０１２年度末には実人口カバー率約９６％に一気にエリア

拡大。広いエリアで使える。」及び「４Ｇ ＬＴＥエリアは政令指定都市を中心に
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全国主要都市部をカバー。一気にエリア拡大しています。」と記載することによ

り、あたかも、ｉＰｈｏｎｅ５を含む対象役務に対応する機種を使用した場合、

対象役務の提供開始時から政令指定都市等の都市部において、受信時の最大通信

速度が７５Ｍｂｐｓとなる対象役務（以下「７５Ｍｂｐｓサービス」という。）

を利用でき、また、平成２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７

５Ｍｂｐｓサービスを利用できるようになるかのように示す表示 

ｂ 「４Ｇ ＬＴＥ（iPhone ５含む）対応機種なら ４Ｇ ＬＴＥ」、「受信最大７

５Ｍｂｐｓの超高速ネットワークを実人口カバー率９６％＊に急速拡大。（２０

１３年３月末予定）」及び「＊：『実人口カバー率』とは、全国を５００ｍ四方に

区分けしたメッシュのうち、当社サービスエリアに該当するメッシュに含まれる

人口の総人口に対する割合です。」と記載することにより、あたかも、ｉＰｈｏ

ｎｅ５を含む対象役務に対応する機種を使用した場合、平成２５年３月末日まで

に全国のほとんどの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを利用できるようにな

るかのように示す表示 

イ 実際 

対象役務の提供を開始した時点において、ｉＰｈｏｎｅ５を使用した場合に７５Ｍ

ｂｐｓサービスを利用できる地域は極めて限られていた。 

また、前記アの表示をした時点において、平成２５年３月末日までに全国のほとん

どの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを提供する計画があったのは、Ａｎｄｒｏｉ

ｄ搭載スマートフォンが送受信できる対象役務に係る電波の周波数帯域に限られて

おり、ｉＰｈｏｎｅ５が送受信できる対象役務に係る電波の周波数帯域については、

平成２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを

提供する計画はなかった。このため、平成２５年３月末日時点において、ｉＰｈｏｎ

ｅ５を使用した場合に７５Ｍｂｐｓサービスを利用できる地域は、実人口カバー率１

４パーセントの地域であった。 

 

(3) 命令の概要 

ア  前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象役務の内容について、一般

消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に

違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

【本件に対する問合せ先】 

 消費者庁表示対策課 担当者：竹島、関口 

  電 話 ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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自社ウェブサイトの表示 

 

【「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と題するページのリンク元（例）】 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

ここをクリックすると、「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と題するページ

（次ページ）が表示される。 
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【「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と題するページ】 

 

受信時最大７５Ｍｂｐｓ、送信

時最大２５Ｍｂｐｓの光ファ

イバーなみのスピードで快適

データ通信!! 
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サービス開始時より全国主要

都市をカバー。２０１２年度末

には実人口カバー率約９６％

に一気にエリア拡大。広いエリ

アで使える。 

４Ｇ ＬＴＥエリアは政令指定

都市を中心に全国主要都市部を

カバー。一気にエリア拡大して

います。 
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カタログの表示  

（例：「ａｕ 総合カタログ ２０１２ １１」と題するカタログ） 

 

別紙２ 

４Ｇ ＬＴＥ（iPhone５含む）対応機種なら 

４Ｇ ＬＴＥ 

 

受信最大７５Ｍｂｐｓの超高速ネットワー

クを実人口カバー率９６％＊に急速拡大。 

（２０１３年３月末予定） 

＊：「実人口カバー率」とは、全国を

５００ｍ四方に区分けしたメッシュ

のうち、当社サービスエリアに該当

するメッシュに含まれる人口の総人

口に対する割合です。 
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為

が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その

他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている

場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

 

 

 

 

 

（参考１） 
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（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し

くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその

職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事

業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２及び３ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に

関する政令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で

定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条

第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項の規定による

権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
 景

品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優

良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定

めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を

求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

（参考２） 

 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 
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１ 

 

消 表 対 第 ２ ５ ３ 号 

平成２５年５月２１日 

 

ＫＤＤＩ株式会社 

代表取締役 田中 孝司 殿 

                 消費者庁長官 阿南 久 

（公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が供給する「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と称する移動体通信サービス（以下「本

件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第

１３４号。以下「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項

第１号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり

命令する。 

 

１ 命令の内容 

(1)  貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、

あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり 

(ｱ) 平成２４年９月１４日から同年１１月３０日までの間、自社ウェブサイト内の

「ｉＰｈｏｎｅ５」と称するスマートフォン（以下「ｉＰｈｏｎｅ５」という。）

紹介ページに掲載の「ＬＴＥ ａｕの超高速ネットワーク ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」と

記載があるバナー等をクリックすることにより表示される「ａｕ ４Ｇ ＬＴＥ」

と題するページにおいて、「受信時最大７５Ｍｂｐｓ、送信時最大２５Ｍｂｐｓ

の光ファイバーなみのスピードで快適データ通信!!」、「サービス開始時より全

国主要都市をカバー。２０１２年度末には実人口カバー率約９６％に一気にエリ

ア拡大。広いエリアで使える。」及び「４Ｇ ＬＴＥエリアは政令指定都市を中心

に全国主要都市部をカバー。一気にエリア拡大しています。」と記載することに

より、あたかも、ｉＰｈｏｎｅ５を含む本件役務に対応する機種を使用した場合、

本件役務の提供開始時から政令指定都市等の都市部において、受信時の最大通信

速度が７５Ｍｂｐｓとなる本件役務（以下「７５Ｍｂｐｓサービス」という。）

を利用でき、また、平成２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７

５Ｍｂｐｓサービスを利用できるようになるかのように示す表示 

(ｲ) 平成２４年１１月１日頃から同月３０日頃までの間に配布した「ａｕ 総合カタ

ログ ２０１２ １１」と題するカタログ及び平成２４年１２月１日頃から同月３

別 添 



 

２ 

 

１日頃までの間に配布した「ａｕ 総合カタログ ２０１２ １２－２０１３ １」

と題するカタログにおいて、「４Ｇ ＬＴＥ（iPhone ５含む）対応機種なら ４Ｇ

 ＬＴＥ」、「受信最大７５Ｍｂｐｓの超高速ネットワークを実人口カバー率９６％

＊に急速拡大。（２０１３年３月末予定）」及び「＊：『実人口カバー率』とは、

全国を５００ｍ四方に区分けしたメッシュのうち、当社サービスエリアに該当す

るメッシュに含まれる人口の総人口に対する割合です。」と記載することにより、

あたかも、ｉＰｈｏｎｅ５を含む本件役務に対応する機種を使用した場合、平成

２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを利

用できるようになるかのように示す表示 

をそれぞれしていたこと。 

イ 実際には、本件役務の提供を開始した時点において、ｉＰｈｏｎｅ５を使用した

場合に７５Ｍｂｐｓサービスを利用できる地域は極めて限られていたこと。 

  また、前記アの表示をした時点において、ｉＰｈｏｎｅ５が送受信できる本件役

務に係る電波の周波数帯域については、平成２５年３月末日までに全国のほとんど

の地域において７５Ｍｂｐｓサービスを提供する計画はなく、平成２５年３月末日

時点において、ｉＰｈｏｎｅ５を使用した場合に７５Ｍｂｐｓサービスを利用でき

る地域は、実人口カバー率１４パーセントの地域であったこと。 

ウ 前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件役務の内容について、一般消費

者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違

反するものであること。 

(2)  貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)記載の表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及

び従業員に周知徹底しなければならない。 

(3)  貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)記載の表示と

同様の表示を行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

(4)  貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいて採った措置につ

いて、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

(1) ＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」という。）は、東京都新宿区西新宿二丁目３

番２号に本店を置き、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）に定める電気通信

事業等を営む事業者である。 

(2) ＫＤＤＩが提供する本件役務は、「ＦＤＤ－ＬＴＥ」と称する通信規格による移動

体通信サービスである。 

(3) 一般消費者が本件役務をスマートフォンで利用するためには、本件役務に対応する

ｉＰｈｏｎｅ５又はＡｎｄｒｏｉｄ搭載スマートフォンを使用する必要がある。ｉＰ



 

３ 

 

ｈｏｎｅ５とＡｎｄｒｏｉｄ搭載スマートフォンでは、それぞれ送受信できる本件役

務に係る電波の周波数帯域が異なっている。 

(4) ＫＤＤＩは、自社ウェブサイト及び「ａｕ 総合カタログ」と称するカタログに掲載

している本件役務に係る表示内容を自ら決定している。 

(5)ア ＫＤＤＩは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり 

(ｱ) 平成２４年９月１４日から同年１１月３０日までの間、自社ウェブサイト内の

ｉＰｈｏｎｅ５紹介ページに掲載の「ＬＴＥ ａｕの超高速ネットワーク ａｕ ４

Ｇ ＬＴＥ」と記載があるバナー等をクリックすることにより表示される「ａｕ 

４Ｇ ＬＴＥ」と題するページ（別添写し１）において、「受信時最大７５Ｍｂｐ

ｓ、送信時最大２５Ｍｂｐｓの光ファイバーなみのスピードで快適データ通信!!」、

「サービス開始時より全国主要都市をカバー。２０１２年度末には実人口カバー

率約９６％に一気にエリア拡大。広いエリアで使える。」及び「４Ｇ ＬＴＥエリ

アは政令指定都市を中心に全国主要都市部をカバー。一気にエリア拡大していま

す。」と記載することにより、あたかも、ｉＰｈｏｎｅ５を含む本件役務に対応

する機種を使用した場合、本件役務の提供開始時から政令指定都市等の都市部に

おいて７５Ｍｂｐｓサービスを利用でき、また、平成２５年３月末日までに全国

のほとんどの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを利用できるようになるかのよ

うに示す表示 

(ｲ) 平成２４年１１月１日頃から同月３０日頃までの間に配布した「ａｕ 総合カタ

ログ ２０１２ １１」と題するカタログ（別添写し２）及び平成２４年１２月１

日頃から同月３１日頃までの間に配布した「ａｕ 総合カタログ ２０１２ １２－

２０１３ １」と題するカタログにおいて、「４Ｇ ＬＴＥ（iPhone ５含む）対応

機種なら ４Ｇ ＬＴＥ」、「受信最大７５Ｍｂｐｓの超高速ネットワークを実人

口カバー率９６％＊に急速拡大。（２０１３年３月末予定）」及び「＊：『実人

口カバー率』とは、全国を５００ｍ四方に区分けしたメッシュのうち、当社サー

ビスエリアに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する割合です。」と

記載することにより、あたかも、ｉＰｈｏｎｅ５を含む本件役務に対応する機種

を使用した場合、平成２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７５

Ｍｂｐｓサービスを利用できるようになるかのように示す表示 

をそれぞれしていた。 

イ 実際には、本件役務の提供を開始した時点において、ｉＰｈｏｎｅ５を使用した

場合に７５Ｍｂｐｓサービスを利用できる地域は極めて限られていた。 

  また、前記アの表示をした時点において、平成２５年３月末日までに全国のほと

んどの地域において７５Ｍｂｐｓサービスを提供する計画があったのは、Ａｎｄｒ

ｏｉｄ搭載スマートフォンが送受信できる本件役務に係る電波の周波数帯域に限ら

れており、ｉＰｈｏｎｅ５が送受信できる本件役務に係る電波の周波数帯域につい

ては、平成２５年３月末日までに全国のほとんどの地域において７５Ｍｂｐｓサー



 

４ 

 

ビスを提供する計画はなかった。このため、平成２５年３月末日時点において、ｉ

Ｐｈｏｎｅ５を使用した場合に７５Ｍｂｐｓサービスを利用できる地域は、実人口

カバー率（前記ア記載の実人口カバー率と同じ算出方法による。）１４パーセント

の地域であった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ＫＤＤＩは、自己が供給する本件役務の内容について、一般消費

者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を

していたものであり、この表示は、景品表示法第４条第１項第１号に該当するものであっ

て、かかる行為は、同項の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

(1) 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第６条の規定に基づき、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者庁

長官に対し異議申立てをすることができる。 

(2) 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法の規定により、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大

臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１） この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内で

あっても、この処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの

訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴え

は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に提起することができる。ただし、その決定があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、その決定の日から１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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